
個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、①構造規格や

安全装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械などに対する定期自主検査の実

施、③危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などを義務付けることとしました。

労働安全衛生法及び作業環境測定法

改正の主なポイントについて

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業

者等に対する安全衛生対策の推進や、職場のメンタルヘルス対策の推進などの措置を行う改正

を行いました。

個人事業者等の安全衛生対策の推進１

労働安全衛生法第３条第３項に規定されている注文者などへの注文時の施工方法や工期など

に対する配慮規定について、今回の法改正により、こうした規定が建設工事以外の注文者に

も広く適用されることを明確化しました。

（特定）元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている労働

者の災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象が当該

労働者から個人事業者等を含む作業従事者に拡大されました。

また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために

講ずべき措置について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとされまし

た。

労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主

体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定めました。

R8.4.1施行

個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚生労働省に

報告させることができることとしました。

報告主体や報告事項などの報告の仕組みの詳細は今後、関連する法令等により示すこととし

ています。

R9.1.1施行

令和８(2026)年１月１日から段階的に施行※されます

※ 一 部 は 公 布 日 （ 令 和 ７ 年 ５ 月 1 4 日 ） に 施 行 済 み

（１）注文者等の配慮

（２）混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大

（３）業務上災害報告制度の創設

R7.5.14施行

1

事業主 ・労働災害防止団体の皆さま

（４）個人事業者等自身への義務付け R9.4.1施行



製造メーカー
輸入業者

卸売業者

①ラベル表示
②ＳＤＳ交付

①ラベル表示
②ＳＤＳ交付

化学物質使用事業者
（ユーザー）

③①・②の情報を踏まえた危険性及び有
害性等の調査（リスクアセスメント）の
実施

④③の結果に基づく必要なばく露低減措
置の実施

※③、④は製造メーカー等でも実施

化学物質の譲渡・提供時における危険性及び有害性情報の通知（SDS：安全データシートの交

付）の履行確保のため、通知義務違反に対する罰則が新たに設けられるとともに、通知事項を

変更した場合の再通知が義務化されました。

公布後５年以内に政令で定める日から施行

公布後３年以内に政令で定める日から施行

化学物質管理の流れの例

作業場所管理事業者（仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理するもの

をいいます。）に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作業従事者のいず

れかが、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な

措置を講ずることが義務付けられました。

（５）作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け R9.4.1施行

職場のメンタルヘルス対策の推進2

化学物質による健康障害防止対策等の推進3

ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている常用労働者数50人未満

の事業場においても、ストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務付けら

れました。

国においても小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、50人未満の事業場に

即したストレスチェックの実施体制・実施手法についてのマニュアルの作成や、医師による

高ストレス者への面接指導の受け皿となる地域産業保健センター（地さんぽ）の体制拡充

などの支援を進めていきます。

（１）危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保

ストレスチェック

高ストレス者

医師の面接指導

集団分析

職場環境改善

メンタルヘルス不調の未然防止

義
務 努

力
義
務

【ストレスチェック制度の流れ】

2



3

危険な作業を必要とする特定機械等（ボイラー、クレーンなど）に対して義務付けられている製造

許可や製造時等検査などの制度について、

① 製造許可申請の審査のうち、特定機械等の設計が構造規格に適合しているかの審査につい

て、登録を受けた民間機関が行うことが可能となりました。

② 製造時等検査の対象となる機械のうち、移動式クレーン及びゴンドラについても登録を受け

た民間機関が検査を行うことが可能となります。あわせて、特定機械等の製造時等検査・性

能検査や、個別検定・型式検定について基準を定め、登録機関がこの基準に従って検査・検

定を行わなければならないこととされました。

※代替化学名等：当該成分の化学名における成分の構造または構成要素を表す文字の一部を省略・置き換えた化学名などを

言いますが、詳細な代替化学名等の表示方法などについては国が指針を定める予定です。

なお、非開示とできるのは成分名のみであり、人体に及ぼす作用、講ずべき措置等については非開示は認められません。

SDSについて、化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合においては、有害性

が相対的に低い化学物質に限り、通知事項のうち成分名について、代替化学名等（※）での通

知が認められることとなりました。

なお、代替化学名等での通知を行った事業者は実際の成分名等の情報についての記録・保存

が義務付けられました。

また、当該事業者は医師が診断及び治療のために成分名の開示を求めた場合は、直ちに成分

名の開示を行うことが義務付けられました。

（２）営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知 R8.4.1施行

危険有害な化学物質を取り扱う作業場の作業環境に関して、その場所で働く労働者が化学物

質にばく露している程度を把握するために行う個人ばく露測定について、その測定精度を担

保するため、個人ばく露測定を作業環境測定の一部として位置づけ、有資格者（必要な講習を

受講した作業環境測定士など）が作業環境測定基準に従って行うことが義務となりました。

（３）個人ばく露測定の精度担保 R8.10.1施行

機械等による労働災害防止の促進等4

（１）特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し R8.4.1施行

民間移管済今回新たに民間移管

①

②



R7.6作成

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び

職業生活の充実等に関する法律」も改正されました

4

フォークリフトなどの一定の機械に対して義務付けられている特定自主検査について、基準を

定め、登録検査業者はこの基準に従って検査を行わなければならないこととされました。

また、フォークリフトの運転業務などの業務に従事するために必要な技能講習について、不正

に技能講習修了証やこれと紛らわしい書面の交付を禁止するとともに、不正を行った場合の回収

命令、欠格期間の延長が規定されました。

（２）特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化 R8.1.1施行

高年齢労働者の労働災害防止の推進5

高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の

改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務となりました。

また、国において、事業者による措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定める

こととしており、事業者の方には、指針に基づいた取り組みを行っていただく必要があり

ます。

治療と仕事の両立支援の推進6

職場における治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じることが事業者の努

力義務となりました。

また、国において、当該措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることとして

おり、事業者の方には、指針に基づいた取り組みを行っていただく必要があります。

R8.4.1施行

R8.4.1施行

改正安衛法等に係る特設ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu
ite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/an
zen/an-eihou/index_00001.html

安全衛生政策全般の紹介
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakuni
tsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukij
un/anzen/index.html



社会福祉施設における労働災害発生状況(令和７年)
（新型コロナウイルス感染症を除く）

(244人)

墜落、転落

（2m未満）
6.1%

滑り

14.3%

つまずき

15.2%

もつれ等

10.2%

その他の転倒

0.0%激突

3.7%

飛来・落下

1.6%はさまれ、

巻き込まれ
2.0%

切れ・こすれ

2.0%

高温・低温の

物との接触
1.2%

交通事故(道
路)

5.3%

腰痛

16.4%

転倒もどき

2.9%

その他の動作

の反動、無理

な動作
8.2%

その他

9.8%
表示以外

0.8%

（5）事故の型別の状況
木材加工用機

械
0.4%

建設用機械

0.4%

動力クレーン

等
0.4%

乗物

6.6%

人力機械工具

等
2.5%

用

具…

その他の装

置・設備
1.6%

仮設物・構築

物・建設物等
7.0%

床面、通路

31.1%
荷

0.8%

環境等

0.8%

その他の起因

物
9.0%

起因物なし

35.7%

表示以外

0.8%

（6）起因物別の状況

10人未満
11.1%

10人以上
30人未満

38.9%
30人以上
50人未満

22.1%

50人以上
100人未満

15.6%

100人以上
300人未満

11.9%

300人以上
0.4%

(1)事業場規模別の状況

4日以上
2週未満
31.6%

2週以上
1月未満
24.6%

1月以上
3月未満
34.0%

3月以上
6月未満

7.8%

6月以上
2.0%

（2）被災程度別の状況

20歳未満
0.4%

20歳代
9.8%

30歳代
13.9%

40歳代
15.2%

50歳代
25.0%

60歳代
27.0%

70歳以上
8.6%

（3）年齢別の状況

1年未満
27.9%

1年以上
3年未満
19.7%

3年以上
5年未満

9.4%

5年以上
10年未満

14.3%

10年以上
15年未満

11.9%

15年以上
20年未満

4.5%

20年以上
30年未満

8.6%

30年以上
3.7%

(4)経験年数別の状況



60歳以上

女性

43%
50代女性

28%

40代女性

10%

60歳以上男性

5%

30代女性

4%

20代女性

3%

介護の現場における転倒災害の発生時点

移動中
70.4%

作業中
29.6%

凍結した通路等で滑って転倒（24％）
従業員用通路の除雪・融雪。凍結しやすい箇所には融雪マットを設置する（★）

こぼれていた水、洗剤、油等（人為的なもの）により滑って転倒（21％）
水、洗剤、油等がこぼれていることのない状態を維持する。
（清掃中エリアの立入禁止、清掃後乾いた状態を確認してからの開放）

浴室等の水場で滑って転倒（23％）
防滑床材の導入、摩耗している場合は施工し直す（★）
滑りにくい履き物を使用させる
脱衣所等隣接エリアまで濡れないよう処置

雨で濡れた通路等で滑って転倒（11％）
雨天時に滑りやすい敷地内の場所を確認し、防滑処置等の対策を行う
送迎・訪問先での濡れた場所での転倒防止の注意喚起

利用者の車椅子、シルバーカー、杖などにつまずいて転倒（８％）
介助の周辺動作のときも焦らせない
介助のあとは“一呼吸置いて”から別の作業へ

通路の段差につまずいて転倒（15％）
事業場内の通路の段差の解消（★）、「見える化」
送迎先・訪問先での段差等による転倒防止の注意喚起

作業場や通路以外の障害物（車止めなど）につまずいて転倒（７％）
適切な通路の設定
敷地内駐車場の車止めの「見える化」

設備、家具などに足を引っかけて転倒（12％）
設備、家具等の角の「見える化」

何もないところでつまずいて転倒、足がもつれて転倒（33％）
転倒や怪我をしにくい身体づくりのための運動プログラム等の導入（★）
走らせない、急がせない仕組みづくり

転倒時の類型

主な原因と対策

一般に加齢とともに身体機能が低下し、転倒しやすくなります
→「転びの予防 体力チェック」「ロコチェック」をご覧ください

特に女性は加齢とともに骨折のリスクも著しく増大します
→対象者に市町村が実施する「骨粗鬆症検診」を受診させましょう

現役の方でも、たった一度の転倒で寝たきりになることも
→「たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こりやすい
箇所は？」（内閣府ウェブサイト）

中央労働災害
防止協会

転倒予防セミナー

社会福祉施設の転倒災害による平均休業
日数（※労働者死傷病報告による休業見込日数）

44日

職場３分
エクササイズ

コードなどにつまずいて転倒（５％）
労働者や利用者の転倒原因とならないよう、電気コード等の引き回しのルールを設定し、
労働者に徹底させる

社会福祉施設における転倒災害の態様

• 骨折（約70％）
• 打撲
• じん帯損傷
• 捻挫
• 外傷性くも膜下出血

つまずき
40%

歩行中バランス崩し・もつれ

5%

滑り
31%

他人とぶつかった、

他人に押された

（被介助者の転倒含む）

5%

荷物や介助作業によってバランスを崩した

4%

踏み外し

1%

車椅子、台車の操作を失敗

2%

立ち上がり時バランス崩し

1%

貧血、意識消失等

1%

物・他人・動物をよけようとして

バランスを崩した

1%

障害物を乗り越えるのを失敗した

1% 環境によるバランス崩し

1%

その他の転び方

4% 転倒モード不明

3%

社会福祉施設における転倒災害発生件数の推移

社会福祉施設における転倒災害被災者の
性別・年齢別内訳

4,336

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
（なし）

「つまずき」等による転倒災害の原因と対策

「滑り」による転倒災害の原因と対策

（★）については、高年齢労働者の転倒災害防止のため、中小企業事業者は
「エイジフレンドリー補助金」（補助率１/２、上限100万円）を利用できます

介護労働者の転倒災害（業務中の転倒による重傷）を

防止しましょう

50歳以上を中心に、転倒による骨折等の労働災害が増加し続けています

事業者は労働者の転倒災害防止のための措置を講じなければなりません

転倒災害（休業４日以上）の発生状況（令和３年）

（R５）厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

転倒リスク・骨折リスク

転倒災害が起きているのは
移動のときだけではありません

転びの予防
体力チェック

ロコチェック

内閣府ウェブサイト

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

中小事業者は、無料で安全衛生の専門家のアドバイスが受けられます
エイジフレンドリー補助金

中小規模事業場
安全衛生サポート事業



   指針の主なポイント 

＜労働衛生管理体制＞ 

 職場で腰痛を予防するには、労働衛生管理体制を整備した上で、作業・作業環
境・健康の３つの管理と労働衛生についての教育を総合的・継続的に実施するこ
とが重要です。 
 また、リスクアセスメントや労働安全衛生マネジメントシステムの考え方を導
入して、腰痛予防対策の推進を図ることも有効です。 
   

社会福祉施設を運営する事業主の皆さまへ 

介護・看護作業による 
腰痛を予防しましょう 

 休業４日以上の職業性疾病のうち、職場での腰痛は６割を占める労働災害と
なっています。特に、高齢者介護などの社会福祉施設での腰痛発生件数は大幅に
増加しています。 
 そこで、厚生労働省では平成25年６月に「職場における腰痛予防対策指針」を
改訂し、適用範囲を福祉・医療分野における介護・看護作業全般に広げ、腰に負
担の少ない介助方法などを加えました。 
 このパンフレットは、指針の主なポイント、介護・看護作業での腰痛防止の具
体的な対策をまとめたものです。皆さまの施設での腰痛予防にお役立てください。 

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 

腰痛予防のための 
労働衛生管理体制の整備 

作業環境管理 

作業管理 

健康管理 

労働衛生教育 

作業方法、作業手順、体制など 

照明、床面、作業スペースなど 

腰痛健診、腰痛予防体操など 

腰痛予防のための教育・指導 

＜リスクアセスメント＞ 
 リスクアセスメントは、それぞれの作業内容に応じて、腰痛の発生につながる
要因を見つけ出し、想定される腰部への負荷の程度、作業頻度などからその作業
のリスクの大きさを評価し、リスクの大きなものから対策を検討して実施する手
法です。 

＜労働安全衛生マネジメントシステム＞ 
 リスクアセスメントの結果を基に、予防対策の推進についての「計画（Plan）」
を立て、それを「実施（Do）」し、実施結果を「評価（Check）」し、「見直し 
・改善（Act）」するという一連のサイクル（PDCAサイクル）により、継続的・ 
体系的に取り組むことができます。 



  作業管理 

 ■省力化 

  人を抱え上げる作業など腰に負担のかかる作業については、リフトなどを積極的に使用し、 
  原則、人力では行わせないようにする。それが困難な場合には、負担を減らすための福祉 
  用具を導入するなどの省力化を行い、腰への負担を軽減する。 

 ■作業姿勢、動作 

  前屈姿勢、中腰、上半身と下半身をひねった姿勢、体を後ろに傾けながらねじるなど、 
  不自然な姿勢を取らないようにする。不自然な姿勢を取らざるをえない場合には、その姿 
  勢の程度を小さくするとともに、頻度や時間も減らすようにする。 

 ■作業の実施体制 

  作業する人数、作業内容、作業時間、自動化の状況、福祉用具などが適切に割り当てられ 
  ているか検討する。特に、腰に過度の負担がかかる作業では、無理に一人で作業するので 
  はなく、身長差の少ない2名以上で行うようにする。 

 ■作業標準の策定 

  作業の姿勢、動作、手順、時間などについて、作業標準を策定する。作業標準は、作業者 
  それぞれの作業内容に応じたものにする必要があるため、定期的な見直しを行う。 
  また、新しい機器や設備などを導入した場合も、その都度見直すようにする。 

 ■休憩・作業量、作業の組合せ 

  適宜、休憩時間を設け、姿勢を変えるようにする。夜勤や交代制勤務、不規則な勤務につ 
  いては、昼間の作業量を下回るよう配慮し、適宜、休憩や仮眠が取れるようにする。過労 
  を引き起こすような長時間勤務は避ける。 

 ■靴、服装など 

  作業時の靴は、足に合ったものを使用する。作業服は、動きやすく着心地を考慮し、伸縮 
  性、保温性、通気性のあるものにする。 
 

  作業環境管理 

 ■作業する場所の床面 

  転倒やつまずき、滑りなどを防止するため、作業する場所の床面はできるだけ凹凸や段差 
  がなく、滑りにくいものとする。 

 ■照明 

  足もとや周囲の安全が確認できるように適切な照度を保つ。 

 ■作業空間、設備の配置など 

  作業に支障がないように十分に広い作業空間を確保する。作業の姿勢、動作が不自然に 
  ならないよう、機器や設備を適切に配置し、椅子や作業台・ベッドの高さを調節する。 
 

  健康管理 

 ■健康診断 

  介護・看護作業を行う作業者を配置する際には、医師による腰痛の健康診断を実施する。
その後は定期的（６カ月以内に１回）に実施する。健診結果について医師の意見を聴き、 

  作業者の腰痛予防のために必要がある場合には、作業体制・作業方法の改善、作業時間の 
  短縮などを行う。 

 ■腰痛予防体操 

  ストレッチを中心とした腰痛予防体操を実施させる。 

作業管理、作業環境管理、健康管理のポイント［ 指針 ］  



■労働衛生教育 
 介護・看護作業を行う作業者に対しては、その作業に配置する際に腰痛予防のための労働 
 衛生教育を実施する。その後は、必要に応じて行う。 

 ［教育内容］ 

  ・腰痛の発生状況、原因（腰痛が発生している作業内容・環境、原因など） 
  ・腰痛発生要因の特定、リスクの見積もり（チェックリストの作成、活用方法など） 
  ・腰痛発生要因の低減措置（発生要因の回避、軽減を図るための対策） 
  ・腰痛予防体操（職場でできるストレッチの仕方など） 

■心理・社会的要因に関する留意点 

 上司や同僚のサポート、腰痛で休むことを受け入れる環境づくり、相談窓口の設置など、 
 組織的な取り組みを行う。 

■健康の保持増進のための措置 

 腰痛予防には日頃からの健康管理も重要。十分な睡眠、禁煙、入浴による保温、自宅での 
 ストレッチ、負担にならない程度の運動、バランスのとれた食事、休日を利用した疲労回 
 復・気分転換などが有効。 

■リスクアセスメント 
  腰痛予防対策は、各作業におけるリスクに応じて、 
 合理的・効果的な対策を立てることが重要です。 
  そのためには、作業の種類や場所ごとに、腰痛の 
 発生に関与する要因についてリスクアセスメントを 
 実施する必要があります。 
  リスクアセスメントとは、職場にある危険の芽を 
 洗い出し、それにより起こりうる労働災害のリスク 
 の大きさ（重大さ＋可能性）を見積もり、大きいも 
 のから優先的に対策を講じていく手法です。 
 
■労働安全衛生マネジメントシステム 
  作業管理、作業環境管理、健康管理、労働衛生教育を的確に組み合わせ
て総合的に推進していくためには、労働安全衛生マネジメントシステムの
考え方を導入することが重要です。 

  リスクアセスメントの結果を基に、「計画を立てる（Plan）」→「計画
を実施する（Do）」→「実施結果を評価する（Check）」→「評価を踏ま
えて見直し、改善する（Act）」という一連のサイクル（PDCAサイクル）
により、継続的・体系的に安全衛生対策に取り組むことができます。 

労働衛生教育［ 指針 ］  

リスクアセスメント・労働安全衛生マネジメントシステム 

低減措置の実施 

危険性の特定 

リスクを低減させる 
ための優先度の設定 

危険性ごとの 
リスクの見積もり 

リスク低減措置の 
内容の検討 

評価を踏まえて見直し、 
改善する（Act） 

計画を立てる 
（ Plan ） 

実施結果を評価する 
（ Check ） 

計画を実施する 
（ Do ） 

［PDCAサイクル］ 



リスクアセスメントを行う場合には、次の点に注意して実施しましょう。 
 

○腰痛の発生に関与する要因の把握 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
○リスクの評価（見積り） 
 具体的な介護・看護作業を想定して、腰痛の発生に関係する要因のリスクを
見積もる。なお、リスク評価に当たっては、「チェックリスト」「アクショ
ン・チェックリスト」※を利用することも有効。 

 ※ 改善のためのアイデアや方法を見つけることを目的とした改善・解決指向型のチェックリスト 

○リスクの回避・低減措置の検討、実施 

 リスクの大きさや緊急性などを考慮して、リスク回避・低減措置の優先度を
判断しつつ、次に掲げるような、腰痛の発生要因に的確に対処できる対策の
内容を決定する。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
○リスクの再評価、対策の見直し・実施継続 
 定期的な職場の見回り、聞き取り調査、健診、衛生委員会などを通じて、職
場に新たな負担や腰痛が発生していないかを確認する体制を整備する。 

 問題がある場合には、速やかにリスクを再評価し、リスク要因の回避・低減
措置を図るため、作業方法の再検討、作業標準の見直しを行う。 

介護・看護作業での腰痛予防対策 

要  因 内   容 

介護・看護される側（対象者）の要因 必要な介助の内容、対象者自身でできること、認知症の程度、体重など 

労働者の要因 経験年数、身長・体重、筋力、介護技術など 

福祉用具（機器、補助具）の状況 適切な機能を備えたものが必要な数量あるか 

作業姿勢・動作の要因 抱え上げ、不自然な姿勢、不安定な姿勢など 

作業環境の要因 温度、照明、床面、作業スペースなど 

実施体制 適正な作業人数・配置か、協力体制、交代制勤務の回数・シフトなど 

心理・社会的要因 対人関係によるストレス、仕事の忙しさ、介護技術の悩みなど 

検討事項 内   容 

対象者自身でできることの活用 対象者の協力を得た介護、看護方法の選択 

福祉用具の利用 対象者の状態に合った福祉用具の積極的な利用 

作業姿勢・動作の見直し リフトやスライディングボード・シートの利用、不自然な姿勢での作業の回避 

作業の実施体制 負担の大きい業務が特定の作業者に集中しないよう配慮 

作業標準の策定 作業ごとに作成し、対象者別に、手順・福祉用具・人数・役割などを明記 

休憩、作業の組合せ 交代で休憩できるよう配慮。他の作業とローテーションも考慮 

作業環境の整備 温度・湿度の調整、十分な照明、段差の解消、作業スペースの確保など 

健康管理 適切な健康管理による腰痛発生リスクの早期把握、職場復帰時の措置など 

労働衛生教育 教育・訓練の定期的な実施。マニュアルの作成・整備 

指針全文(H25.6.18付け基発0618第１号)は、厚生労働省ホームページの「法令等データベース
サービス(通知検索)」または、報道発表資料(H25.6.18)をご参照ください。 

 

詳細は検索で 

（H25.11） 

職場における腰痛予防対策指針 検索 
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高年齢者の労働災害防止のための指針 

 

 

令和８年２月 10 日 高年齢者の労働災害防止のための指針公示第１号 

 

第１ 趣旨 

この指針は、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 62 条の２第２項の

規定に基づき、同条第１項に規定する高年齢者の特性に配慮した作業環境の改

善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよ

う努めなければならない措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため定

めたものである。 

事業者は、この指針の第２に規定する事業者が講ずべき措置のうち、各事業

場における高年齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国のほか、労

働災害防止団体、独立行政法人労働者健康安全機構（以下「健安機構」とい

う。）等の関係団体等による支援も活用して、高年齢者の労働災害防止対策（以

下「高年齢者労働災害防止対策」という。）に積極的に取り組むよう努めるもの

とする。 

また、労働者が自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、積極的に自

らの健康づくりに努めることができるよう、事業者は、労働者と連携・協力し

て取組を進めることが重要である。 

国、関係団体等は、それぞれの役割を担いつつ必要な連携を図りながら、事

業者の取組を支援するものとする。 

 

第２ 事業者が講ずべき措置 

事業者は、次の１から５までに掲げる事項について、各事業場における高年

齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、第４に規定する国、関係団体

等による支援も活用して、実施可能な高年齢者労働災害防止対策に積極的に取

り組むことが必要である。 

１ 安全衛生管理体制の確立等 

⑴ 安全衛生管理体制の確立 

ア 経営トップによる方針表明及び体制整備 

高年齢者労働災害防止対策を組織的かつ継続的に実施するため、次の事

項に取り組むこと。 

① 経営トップ自らが、高年齢者労働災害防止対策に取り組む姿勢を示

し、企業全体の安全意識を高めるため、高年齢者労働災害防止対策に関

する事項を盛り込んだ安全衛生方針を表明すること。 

② 安全衛生方針に基づき、高年齢者労働災害防止対策に取り組む組織や

担当者を指定する等により、高年齢者労働災害防止対策の実施体制を明

確化すること。 
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イ 安全衛生委員会等における調査審議等 

① 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会（以下「安全衛生委員会

等」という。）を設けている事業場においては、高年齢者労働災害防止対

策に関する事項を調査審議すること。 

② 安全衛生委員会等を設けていない事業場においては、高年齢者労働災

害防止対策について、労働者の意見を聴く機会等を通じ、労使で話し合

うこと。 

ア及びイを実施するに当たっては、次に掲げる点を考慮すること。 

・ 高年齢者労働災害防止対策を担当する組織としては、安全衛生部門が存

在する場合には同部門が想定され、業種又は事業場の規模によっては、人

事労務管理部門等が担当することも考えられること。 

・ 高年齢者の健康管理については、産業医を中心とした産業保健体制を活

用すること。また、保健師等の活用も有効であること。産業医が選任され

ていない事業場においては、地域産業保健センター等の外部機関を活用す

ることが有効であること。 

・ 高年齢者が、職場で気付いた労働安全衛生に関するリスクや働く上で負

担に感じている事項、自身の不調等を相談できるよう、企業内相談窓口を

設置することや、高年齢者が孤立することなくチームに溶け込み、何でも

話すことができる風通しの良い職場風土づくりが有効であること。 

・ 働きやすい職場づくりは労働者のモチベーションの向上につながるとい

う認識を関係者で共有することが有効であること。 

⑵ 危険源の特定等のリスクアセスメントの実施 

高年齢者の身体機能等の低下等による労働災害の発生リスクについて、災

害事例やヒヤリハット事例から危険源の洗い出しを行い、当該リスクの高さ

を考慮して高年齢者労働災害防止対策の優先順位を検討（以下「リスクアセ

スメント」という。）すること。 

その際、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」（平成 18 年３月 10

日危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第１号。以下「リスクアセ

スメント指針」という。）に基づく手法で取り組むよう努めるものとするこ

と。 

リスクアセスメントの結果も踏まえ、次の２から５までに掲げる事項を参

考に優先順位の高いものから取り組む事項を決めること。なお、リスクアセ

スメント指針を踏まえ、リスク低減措置については、次のア～エに掲げる優

先順位で措置内容を検討の上、実施することに留意すること。 

ア 危険な作業の廃止・変更等、設計や計画の段階から労働者の就業に係 

る危険性又は有害性を除去又は低減する措置 

イ 手すりの設置や段差の解消等の工学的対策 

ウ マニュアルの整備等の管理的対策 

エ 身体負荷を軽減する個人用の装備の使用 
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取組に当たっては、年間推進計画を策定し、当該計画に沿って取組を実施

し、当該計画を一定期間で評価し、必要な改善を行うことが望ましいこと。 

リスクアセスメントの実施に当たっては、次に掲げる点を考慮すること。 

・ 小売業、飲食店、社会福祉施設等のサービス業等の事業場で、リスクア

セスメントが定着していない場合には、同一業種の他の事業場の好事例等

を参考に、職場環境改善に関する労働者の意見を聴く仕組みを作り、負担

の大きい作業、危険な場所、作業フローの不備等の職場の課題を洗い出

し、改善につなげる方法があること。 

・ 高年齢者の安全と健康の確保のための職場改善ツールを活用することも

有効であること。 

・ 健康状況や体力が低下することに伴う高年齢者の特性や課題を想定し、

リスクアセスメントを実施すること。 

・ 高年齢者の状況に応じ、フレイルやロコモティブシンドロームについて

も考慮する必要があること。 

・ 第三次産業のうち飲食店や社会福祉施設等では、家庭生活と同種の作業

を行うため危険を認識しにくいが、作業頻度や作業環境の違いにより、家

庭生活における作業とは異なるリスクが潜んでいることに留意すること。 

・ 社会福祉施設等で利用者の事故防止に関するヒヤリハット事例の収集に

取り組んでいる場合、こうした仕組みを労働災害の防止に活用することが

有効であること。 

・ 労働安全衛生マネジメントシステムを導入している事業場においては、

労働安全衛生方針の中に、例えば「年齢にかかわらず健康に安心して働け

る」等の内容を盛り込んで取り組むこと。 

・ 職場環境の改善等の取組と安全衛生教育を組み合わせて行うことにより

労働災害防止の効果が高まることから、職場環境改善等の実施に当たり安

全衛生教育と併せて行うことが望ましいこと。 

 

２ 職場環境の改善 

⑴ 身体機能の低下を補う設備・装置の導入 

身体機能が低下した高年齢者であっても安全に働き続けることができるよ

う、事業場の施設、設備、装置等の改善を検討し、必要な対策を講じるこ

と。その際、次に掲げる対策の例を参考に、高年齢者の特性やリスクの程度

を勘案し、事業場の実情に応じた優先順位をつけて、施設、設備、装置等の

改善に取り組むこと。 

 ＜共通的な事項＞  

・ 視力や明暗の差への対応力が低下することを前提に、通路を含めた作業

場所の照度を確保するとともに、照度が極端に変化する場所や作業の解消

を図ること。  

・ 階段には手すりを設け、可能な限り通路の段差を解消すること。  
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・ 床や通路の滑りやすい箇所に防滑素材（床材や階段用シート）を採用す

ること。また、滑りやすい箇所で作業する労働者に防滑靴を利用させるこ

と。併せて、滑りの原因となる水分・油分を放置せずに、こまめに清掃す

ること。 

・ 墜落制止用器具、保護具等の着用を徹底すること。  

・ やむをえず、段差や滑りやすい箇所等の危険箇所を解消することができ

ない場合には、安全標識や危険箇所の掲示により注意喚起を行うこと。 

＜危険を知らせるための視聴覚に関する対応＞  

・ 警報音等は、年齢によらず聞き取りやすい中低音域の音を採用する、音

源の向きを適切に設定する、指向性スピーカーを用いる等の工夫をするこ

と。  

・ 作業場内で定常的に発生する騒音（背景騒音）の低減に努めること。  

・ 有効視野を考慮した警告・注意機器（パトライト等）を採用すること。 

＜暑熱な環境への対応＞  

・ 一般に、高年齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、

暑さに対する身体の調節機能も低下しているので、涼しい休憩場所を整備

し、利用を勧奨すること。  

・ 保熱しやすい服装は避け、通気性の良い服装を準備すること。    

・ 熱中症の初期症状を把握するのに有効なウェアラブルデバイス等のＩｏ

Ｔ機器を利用すること。 

＜重量物取扱いへの対応＞  

・ 補助機器等の導入により、人力取扱重量を抑制すること。  

・ 不自然な作業姿勢を解消するために、作業台の高さや作業対象物の配置

を改善すること。  

・ 身体機能を補助する機器（アシストスーツ等）を導入すること。 

＜介護作業等への対応＞  

・ リフト、スライディングシート等の導入により、抱え上げ作業を抑制す

ること。  

・ 労働者の腰部負担を軽減するための移乗支援機器等を活用すること。  

＜情報機器作業への対応＞  

・ パソコン等を用いた情報機器作業では、照明、画面における文字サイズ

の調整、必要な眼鏡の使用等によって適切な視環境や作業方法を確保する

こと。 

⑵ 高年齢者の特性を考慮した作業管理 

筋力、バランス能力、敏捷性、全身持久力、感覚機能及び認知機能の低下

等の高年齢者の特性を考慮して、作業内容等の見直しを検討し、実施するこ

と。その際、以下に掲げる対策の例を参考に、高年齢者の特性やリスクの程

度を勘案し、事業場の実情に応じた優先順位をつけて対策に取り組むこと。 

＜共通的な事項＞  
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・ 事業場の状況に応じて、勤務形態や勤務時間を工夫することで高年齢者

を就労しやすくすること（短時間勤務、隔日勤務、交替制勤務等）。  

・ 高年齢者の特性を踏まえ、ゆとりのある作業スピード、無理のない作業

姿勢等に配慮した作業マニュアルを策定し、又は改定すること。  

・ 注意力や集中力を必要とする作業について作業時間を考慮すること。  

・ 注意力や判断力の低下による災害を防止するため、複数の作業を同時進

行させる場合の負担や優先順位の判断を伴うような作業に係る負担を考慮

すること。  

・ 腰部に過度の負担がかかる作業に係る作業方法については、重量物の小

口化、取扱回数の減少等の改善を図ること。  

・ 身体的な負担の大きな作業では、定期的な休憩の導入や作業休止時間の

運用を図ること。 

＜暑熱作業への対応＞  

・ 一般に、高年齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、

暑さに対する身体の調節機能も低下しているので、脱水症状を生じさせな

いよう意識的な水分補給を推奨すること。  

・ 健康診断の結果を踏まえた対応はもとより、管理者を通じて始業時の体

調確認を行い、体調不良時に速やかに申し出るよう日常的に指導するこ

と。 

・ 熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、熱中症の重

篤化を防止するための措置の実施手順の作成、これらの体制及び手順の関

係作業者への周知を徹底すること。 

＜情報機器作業への対応＞  

・ 情報機器作業が過度に長時間にわたり行われることのないようにし、作

業休止時間を適切に設けること。  

・ データ入力作業等相当程度拘束性がある作業においては、個々の労働者

の特性に配慮した無理のない業務量とすること。 

 

３  高年齢者の健康や体力の状況の把握 

⑴ 健康状況の把握 

労働安全衛生法で定める雇入時及び定期の健康診断を確実に実施するこ

と。その他、健康診断の結果を高年齢者に通知するに当たり、産業保健スタ

ッフから健康診断項目毎の結果の意味を丁寧に説明する等、高年齢者が自ら

の健康状況を把握できるような取組を実施することが望ましいこと。 

⑵ 体力の状況の把握 

高年齢者の労働災害を防止する観点から、事業者、高年齢者双方が当該高

年齢者の体力の状況を客観的に把握し、事業者はその体力に合った作業に従

事させるとともに、高年齢者が自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、

主に高年齢者を対象とした体力チェックを継続的に行うことが望ましいこと。



6 

 

また、身体機能の低下は高年齢者に限られるものではないことから、事業場

の実情に応じて、青年、壮年期から体力チェックを実施することが望ましい

こと。 

体力チェックの対象となる労働者から理解が得られるよう、わかりやすく

丁寧に体力チェックの目的を説明するとともに、事業場における方針を示

し、運用の途中で適宜当該方針を見直すこと。 

具体的な体力チェックの方法として次に掲げるようなものが挙げられるこ

と。 

・ 労働者の気付きを促すため、加齢による心身の衰えのチェック（フレイ

ルチェック）等を導入すること。 

・ 転倒等のリスクを確認する身体機能セルフチェック、労働者が自ら体力

の状況を把握できるオンラインツール、質問紙による推定等を活用するこ

と。 

・ 事業場の働き方や作業ルールにあわせた体力チェックを実施すること。

この場合、安全作業に必要な体力について定量的に測定する手法及び評価

基準は、安全衛生委員会等の審議等を踏まえてルールを構築することが望

ましいこと。 

体力チェックの実施に当たっては、次に掲げる点を考慮すること。 

・ 体力チェックの評価基準を設けない場合は、体力チェックを高年齢者の

気付きにつなげるとともに、業務に従事する上で考慮すべきことを検討す

る際に活用することが考えられること。 

・ 体力チェックの評価基準を設ける場合は、高年齢者が従事する職務内容

等に照らして合理的な水準に設定し、職場環境の改善や高年齢者の体力の

向上に取り組むことが必要であること。 

・ 作業を行う労働者の体力に幅があることを前提とし、安全に行うために

必要な体力の水準に満たない労働者がいる場合は、当該労働者の体力でも

安全に作業できるよう職場環境の改善に取り組むとともに、当該労働者も

作業に必要な体力の維持向上に取り組む必要があること。 

・ 高年齢者が病気や怪我による休業から復帰する際、休業前の体力チェッ

クの結果を休業後のものと比較することは、体力の状況等の客観的な把

握、体力の維持向上への意欲や作業への注意力の高まりにつながり、有効

であること。 

⑶ 健康や体力の状況に関する情報の取扱い 

健康情報等を取り扱う際には、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な

取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」（平成 30 年９月７日労

働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第１号）を踏まえた

対応をしなければならないことに留意すること。 

また、労働者の体力の状況の把握に当たっては、個々の労働者に対する不

利益な取扱いを防ぐため、労働者本人の同意の取得方法や労働者の体力の状
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況に関する情報の取扱方法等の事業場内手続について安全衛生委員会等や労

働者の意見を聴く機会等の場を活用して定める必要があること。 

例えば、労働者の健康や体力の状況に関する医師等の意見を安全衛生委員

会等に報告する場合等に、労働者個人が特定されないよう医師等の意見を集

約又は加工する必要があること。 

 

４ 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応 

⑴ 個々の高年齢者の健康や体力の状況を踏まえた措置 

健康や体力の状況を踏まえて必要に応じ就業上の措置を講じること。 

脳・心臓疾患が起こる確率は加齢にしたがって徐々に増加するとされてお

り、高年齢者については基礎疾患の罹患状況を踏まえ、労働時間の短縮や深

夜業の回数の減少、作業の転換等の措置を講じること。 

就業上の措置を講じるに当たっては、次に掲げる点を考慮すること。 

・ 健康診断や体力チェック等の結果、当該高年齢者の労働時間や作業内容

を見直す必要がある場合は、産業医等の意見を聴いて実施すること。 

・ 業務の軽減等の就業上の措置を実施する場合は、高年齢者に状況を確認

して、十分な話合いを通じて当該高年齢者の了解が得られるよう努めるこ

と。また、健康管理部門と人事労務管理部門との連携にも留意すること。 

⑵ 高年齢者の状況に応じた業務の提供 

高年齢者に適切な就労の場を提供するため、職場環境の改善を進めるとと

もに、職場における一定の働き方のルールを構築するよう努めること。 

労働者の健康や体力の状況は加齢にしたがって個人差が拡大するとされて

おり、高年齢者の業務内容の決定に当たっては、個々の健康や体力の状況に

応じて、安全と健康の観点を踏まえた適合する業務を高年齢者とマッチング

させるよう努め、継続した業務の提供に配慮すること。 

個々の労働者の状況に応じた対応を行う際には、業務内容に応じて、健康

や体力の状況のほか、職場環境の改善状況も含め検討することとし、次に掲

げる点を考慮すること。 

・ 業種特有の就労環境に起因する労働災害があることや、労働時間の状況

や作業内容により、個々の労働者の心身にかかる負荷が異なることに留意

すること。 

・ 危険有害業務を伴う労働災害リスクの高い製造業、建設業、運輸業等の

労働環境と、第三次産業等の労働環境とでは、必要とされる身体機能等に

違いがあることに留意すること。例えば、運輸業等においては、運転適性

の確認を重点的に行うこと等が考えられること。 

・ 何らかの疾病を抱えながらも働き続けることを希望する高年齢者の治療

と就業の両立については、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の

安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和 41 年法律第 132 号）に基づ
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く治療と就業の両立支援指針（令和８年厚生労働省告示第 28 号）に基づき

取り組むよう努めること。 

・ 複数の労働者で業務を分けあう、いわゆるワークシェアリングを行うこ

とにより、高年齢者自身の健康や体力の状況、働き方のニーズに対応する

ことも考えられること。 

⑶ 心身両面にわたる健康保持増進措置 

３⑵も踏まえ、集団及び個々の高年齢者を対象として、身体機能等の維持

向上のための取組を実施することが望ましいこと。 

併せて、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」（昭和 63 年

９月１日健康保持増進のための指針公示第１号）及び「労働者の心の健康の

保持増進のための指針」（平成 18 年３月 31 日健康保持増進のための指針公示

第３号）に基づき、事業場における健康保持増進対策の推進体制の確立を図

ること、健康診断の結果等に基づき、必要に応じて運動指導や栄養指導、保

健指導、メンタルヘルスケアを実施すること、その他労働者の心身両面にわ

たる健康保持増進措置を実施すること等、事業場として組織的に労働者の心

身両面にわたる健康保持増進に取り組むよう努めること。 

 

５ 安全衛生教育 

⑴ 高年齢者に対する教育 

労働安全衛生法で定める雇入れ時等の安全衛生教育、一定の危険有害業務

において必要となる技能講習や特別教育を確実に行うこと。 

高年齢者を対象とした教育においては、作業内容とそのリスクについての

理解を得やすくするため、十分な時間をかけ、写真や図、映像等の文字以外

の情報も活用すること。中でも、高年齢者が、再雇用や再就職等により経験

のない業種や業務に従事する場合には、特に丁寧な教育訓練を行うこと。 

併せて、加齢に伴う健康や体力の状況の低下や個人差の拡大を踏まえ、次

に掲げる点を考慮して安全衛生教育を計画的に行い、その定着を図ることが

望ましいこと。 

・ 高年齢者が自らの身体機能等の低下が労働災害リスクにつながることを

自覚し、体力維持や生活習慣の改善の必要性を理解することが重要である

こと。 

・ 高年齢者が働き方や作業ルールにあわせた体力チェックの実施を通じ、

自らの身体機能等の客観的な認識の必要性を理解することが重要であるこ

と。 

・ 高年齢者にみられる転倒災害は危険に感じられない場所で発生している

ことも多いため、安全標識や危険箇所の掲示に留意するとともに、わずか

な段差等の周りの環境にも常に注意を払うよう意識付けをすることが有効

であること。 
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・ 高年齢者に対して、第三次産業の多くでみられる軽作業や危険と認識さ

れていない作業であっても、災害に至る可能性があることを周知すること

が有効であること。 

・ 勤務シフト等から集合研修の実施が困難な事業場においては、視聴覚教

材を活用した教育も有効であること。 

・ 危険予知訓練（ＫＹＴ）を通じた危険感受性の向上教育や、ＶＲ技術を

活用した危険体感教育の活用も考えられること。 

・ 介護を含むサービス業ではコミュニケーション等の対人面のスキルの教

育も労働者の健康の維持に有効であると考えられること。 

・ ＩＴ機器に詳しい若年労働者と現場で培った経験を持つ高年齢者がチー

ムで働く機会の積極的設定等を通じ、相互の知識経験の活用を図ること。 

⑵ 管理監督者等に対する教育 

事業場内で教育を行う者や高年齢者が従事する業務の管理監督者、高年齢

者と共に働く各年代の労働者に対しても、高年齢者の特性と高年齢者に対す

る安全衛生対策についての教育を行うことが望ましいこと。 

この際、高年齢者労働災害防止対策の具体的内容の理解に資するよう、高

年齢者を支援する機器や装具に触れる機会を設けることが望ましいこと。 

事業場内で教育を行う者や高年齢者が従事する業務の管理監督者に対して

の教育内容は次に掲げる点が考えられること。 

・ 加齢に伴う労働災害リスクの増大への対策についての教育 

・ 管理監督者の責任、労働者の健康問題が経営に及ぼすリスクについての

教育 

また、こうした要素を労働者が主体的に取り組む健康づくりとともに体系

的キャリア教育の中に位置付けることも考えられること。 

併せて、高年齢者が脳・心臓疾患を発症する等緊急の対応が必要な状況が

発生した場合に、適切に対応をとることができるよう、事業場において救命

講習や緊急時対応の教育を行うことが望ましいこと。 

 

第３ 労働者と協力して取り組む事項 

高年齢者の労働災害を防止する観点から、事業者は、高年齢者の特性に配慮

した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努める必

要があり、個々の労働者は、自らの身体機能等の低下が労働災害リスクにつな

がり得ることを理解し、労使の協力の下で取組を進めることが必要である。 

 

第４ 国、関係団体等による支援の活用 

事業者は、第２に掲げる事項に取り組むに当たり、次に掲げる国、関係団体

等による支援策を有効に活用することが望ましいこと。 

⑴  中小企業や第三次産業の事業場における高年齢者労働災害防止対策の取組事

例の活用 
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厚生労働省、労働災害防止団体及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支

援機構（以下「JEED」という。）のホームページ等で提供されている中小企業や

第三次産業を含む多くの事業場における高年齢者労働災害防止対策の積極的な

取組事例を参考にすること。 

⑵ 個別事業場に対するコンサルティング等の活用 

中央労働災害防止協会や業種別労働災害防止団体等の関係団体では、JEED 等

の関係機関と協力して、安全管理士や労働安全コンサルタント、労働衛生コン

サルタント等の専門家による個別事業場の現場の診断と助言を行っているの

で、これらの支援を活用すること。 

また、健康管理に関しては、健安機構の産業保健総合支援センターにおい

て、医師、保健師、衛生管理者等の産業保健スタッフに対する研修を実施する

とともに、事業場の産業保健スタッフからの相談に応じており、労働者数 50 人

未満の小規模事業場に対しては、地域産業保健センターにおいて産業保健サー

ビスを提供しているので、これらの支援を活用すること。 

⑶ 補助金等の活用 

高年齢者が安心して安全に働く職場環境の整備に意欲のある中小企業におけ

る取組を支援する補助制度を活用して、職場環境の改善を図ること。 

⑷ 社会的評価を高める仕組みの活用 

高年齢者のための職場環境の改善の取組を評価項目として考慮した労働災害

防止に係る表彰、好事例コンクール等高年齢者労働災害防止対策に積極的に取

り組む事業場の社会的評価を高める仕組みを活用すること。 

⑸ 職域保健と地域保健の連携及び健康保険の保険者との連携の仕組みの活用 

職域保健と地域保健の連携を強化するため、各地域において地域・職域連携

推進協議会が設置され、地域の課題や実情に応じた連携が進められているとこ

ろである。また、健康保険組合等の保険者と企業が連携して労働者の健康づく

りを推進する取組も行われている。 

具体的には、保険者による事業者に対する支援策等の情報提供や、保健所等

の保健師や管理栄養士等の専門職が、事業場と協働して、事業協同組合等が実

施する研修やセミナーで、地域の中小事業者に対して職場における健康づく

り・生活習慣改善についての講話や保健指導を実施するといった取組を活用す

るとともに、事業者においても、関係機関が提供する情報を基に、各自治体が

取り組む各種支援策等を活用することが望ましいこと。 

 

 

 

 

 

 



衛生委員会の開催（実施方法など社内ルールの策定）

ストレスチェック（年１回）の実施

本人に結果を通知

就業上の措置の実施 職場環境の改善

ストレスチェック制度の実施手順

「うつ」などの、メンタルヘルス不調を未然防止 !!

☑ ｢メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェックを実施する」

旨の基本方針を、まず事業場内に明示しましょう。

☑ 衛生委員会で、ストレスチェックの実施方法について話し合いましょう。

☑ 社内規程として明文化して、全ての労働者にその内容を知らせましょう。

≪ストレスチェック実施までのポイント≫

労働基準監督署に
実施結果を報告
※提出時期は各事業場の事業年度の終
了後など、事業場ごとに設定して差
し支えありません（原則電子申請）。

医師の面接指導の実施

医師から意見聴取

ストレスチェックを実施しましょう
令和10年５月までにすべての規模の事業場が対象となります。

労働者数50人以上の事業場において、年１回のストレスチェックが義務づけられて

います。※令和10年５月までにすべての規模の事業場が対象となります。

宮城労働局 ・ 各労働基準監督署
Ｒ7.6

事業者の皆さまへ

集団分析

 （※努力義務）

個人の結果を一定規模

のまとまりの集団ごと

に集計・分析

ストレスチェック制度の目的は、

・労働者自身のストレスへの気づきを
促すこと

・集団分析等を、ストレスの原因とな
る職場環境の改善につなげること

などにより、労働者のメンタルヘルス
不調を「未然防止」することです。

ストレスチェックおよび
面接指導の実施状況の報告
※義務

①ストレスチェックは誰に実施させるか
②ストレスチェックはいつ実施するか
③どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するか
④どんな方法でストレスの高い人を選ぶか
⑤面接指導の申出は誰にすれば良いか
⑥面接指導は産業医又はどの医師に依頼して実施するか
⑦集団分析はどんな方法で行うか
⑧ストレスチェックの結果は誰が・どこに保存するのか 等

右のような項目
について、話し
合いましょう。

実施に
向けた
検討事項



働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

○ ストレスチェック制度をはじめとする、メンタルヘルス対策全般の情報を掲載

しています。

https://kokoro.mhlw.go.jp/

○ 本プログラムの利用に関する詳細やご不明点などは、専用のコールセンター（フリーダイヤ

ル）にお問い合わせください。【電話番号】 ０１２０－６５－３１６７（フリーダイヤル）

【受付日時】 平日 10:00～17:00（祝祭日、12月29日～1月3日を除く。）

ストレスチェック制度サポートダイヤル

○ ストレスチェックに関わる方（産業医、保健師、事業者、衛生管理者、など）

からの、ストレスチェック制度に関するお問い合わせ（事業場における実施方

法、実施体制など）に、専門家がお答えします。

【電話番号】 0570-03-1050（通話料がかかります。）

【受付日時】 平日 10:00～17:00（祝祭日、12月29日～1月3日を除く。）

厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム

をご活用いただくことで、簡単･便利に実施することができます。 

このリーフレットについてのご質問は、宮城労働局または各労働基準監督署までお問い合わせください。

｢ ストレスチェックって､どのように実施すればいいの？」とお悩みの方へ

厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム（無料ツール）とは？

○ ストレスチェックの受検、結果出力、結果管理までを一括で実施できるプログラムです。厚

生労働省ホームページから無料でダウンロードいただけます。

http://stresscheck.mhlw.go.jp/

▼ 他にも、事業者の皆さまにご利用いただける相談窓口があります。

厚生労働省版ストレスチェック 検 索
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ストレスチェック
が義務になります！

ストレスチェック

は、2015年から、

労働安全衛生法に

おいて実施が義務

付けられています。

 （労働者数50人未

満の事業場は、当

分の間努力義務と

されていました。）

今般、2025年５月

に公布された改正

労働安全衛生法に

より、労働者数50

人未満の事業場に

もストレスチェッ

クの実施が義務化

されました。

（施行期日は公布

後３年以内に政令

で定める日）

労働者数50人未満の事業者の皆さまへ

ストレスチェックって何ですか？

事業者による職場のメンタルヘルス対策の取組です。労働者にストレス

の状況についての検査（ストレスチェック）を実施し、本人のストレスへ

の気付き・セルフケアを促すとともに、検査結果の集団ごとの集計・分析

を通じて、職場のストレス要因の改善につなげることで、メンタルヘルス

不調の未然防止を図る仕組みです。

ス
ト
レ
ス
は
見
え
ま
せ
ん
。

チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。



（令和８年３月）

ストレスチェック制度に取り組む意義

〇 労働者のメンタルヘルス不調の未然防止が重要です。ひとたびメンタルヘルス

不調にさせてしまうと、その病休期間は平均で約３か月、復職後に再び病休にな

る割合も約半数と、特に小規模事業場にとっては、大きな人材の損失となるほか、

経営上のリスクにつながってしまいます。

〇 また、ストレスチェック制度をはじめとした職場のメンタルヘルス対策に取り

組むことで、働きやすい職場の実現を通じて、生産性の向上や人材の確保・定着、

企業価値の向上といった持続的な経営につながります。特に、人材不足が課題と

なっている小規模事業場において、メリットも大きいと考えられます。

〇 こうした視点も踏まえて、事業者は、職場の

メンタルヘルス対策を経営課題として位置付け、

ストレスチェック制度にしっかり取り組んでい

くことが重要です。

専門スタッフの支援 サポートダイヤル 「こころの耳」

厚労省が設置する都道府県の
産業保健総合支援センターで
は、メンタルヘルス対策の専
門スタッフ（社労士、心理職、
保健師等）による、研修、相
談、事業場への訪問による制
度導入支援等の支援メニュー
が無料で受けられます。

ストレスチェック制度サポートダイ
ヤルでは、ストレスチェック制度の
導入・実施についてのご相談
に専門スタッフがお答えします。

電話番号：
０５７０－０３１０５０
（全国統一ナビダイヤル)

受付時間：
平日10時～17時
（土日祝日、年末年始は除く）

※  運営は厚労省所管の独立行政法人
労働者健康安全機構

厚労省が運営するメンタルヘル
スポータルサイト「こころの耳」
では、ストレスチェック制度の実
施に役立つ情報（メンタルヘル
ス対策の学習動画や、中小企
業における取組事例など）を
広く掲載しています。

厚労省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」は、50人未満の事業場に即した、

労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法を示したマニュアル

です。（令和８年２月公表）

まずは、厚労省ホームページをチェックしましょう。 

※マニュアルの概要版（スタートガイド）もあります

都道府県

さんぽセンター
ポータルサイト
「こころの耳」

小規模事業場向けマニュアルに沿って、ストレスチェック制度を始めましょう

厚労省ＨＰ

（ストレスチェック）



【主唱】厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災
害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会、一般社団法人全国警備業協
会 【協賛】公益社団法人日本保安用品協会、一般社団法人日本電気計測器工業会 【後援】関係省庁（予定）

熱中症対策情報はこちら

労働衛生管理体制の確立

事業場ごとに熱中症予防管理者を選任し

熱中症予防の責任体制を確立

暑さ指数（WBGT）の
把握の準備
JIS規格に適合した暑さ指数計を準備し、点検

作業手順・作業計画の策定

暑さ指数に応じた休憩時間の確保、作業中止

に関する事項を含めた作業手順・作業計画を

策定

設備対策の検討

暑さ指数低減のため簡易な屋根、通風または

冷房設備、散水設備の設置を検討

休憩場所の確保の検討

冷房を備えた休憩場所や

涼しい休憩場所の確保を検討

服装の検討

透湿性と通気性の良い服装を準備、送風や

送水により身体を冷却する機能をもつ服の

着用も検討

教育研修
の実施
管理者、作業者に

対する教育を実施

緊急時の対応の事前確認

緊急時の対応（異常時における連絡体制や

対応手順等）を確認し、関係者に周知

ガイド・教育動画 e-learning



暑さ指数の低減

準備期間に検討した設備対策を実施

暑熱順化への対応

熱に慣らすため、7日以上かけて作業時間

の調整

※新規入職者や休み明け作業者は別途注意

すること

休憩場所の整備

準備期間に検討した休憩場所を設置

服装

準備期間に検討した服装を着用

作業時間の短縮
作業計画に基づき、暑さ指数に応じた休憩、

作業中止

プレクーリング

作業開始前や休憩時間中に深部体温を下げる

水分・塩分の摂取

水分と塩分を定期的に摂取（水分等を携行

させる等を考慮）

健康診断結果に基づく対応

次の疾病を持った方には医師等の意見を踏ま

え配慮 ①糖尿病 ②高血圧症 ③心疾患 ④腎

不全 ⑤精神・神経関係の疾患 ⑥広範囲の皮

膚疾患 ⑦感冒 ⑧下痢

日常の健康管理

当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量

の飲酒が熱中症の発症に影響を与えることを

指導し、作業開始前に確認

作業中の作業者の
健康状態の確認
巡視を頻繁に行い声をかける、

「バディ」を組ませる等作業者にお互い

の健康状態を留意するよう指導

□ 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加

□ 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底

□ 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底

□ 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加

□ 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施

□ 熱中症のおそれがある者を発見したときは、躊躇することなく救急隊を要請

異常時の
対応

あらかじめ作成した連絡体制や対応手順等の周知徹底

少しでも本人や周りが異変を感じたら、あらかじめ作成した連絡体制や対応手順等に基づき適切に対応

※必ず一旦作業を離れ、全身を濡らして送風することなどにより身体を冷却

※症状が回復しない場合は躊躇なく病院に搬送する（症状に応じて救急隊を要請）

（R８.２）



イメージキャラクター
ち り ょ う さ

治療と就業の両立支援指針
（概要）

改正労働施策総合推進法（令和７年法律第63号）により、令和８年４月１日から、職場における
治療と就業の両立支援の取組が、事業主の努力義務になりました。

治療と就業の両立支援指針（令和８年厚生労働省告示第28号）は、労働施策総合推進法第27条の
３の規定に基づき、疾病を抱える労働者の治療と就業の両立を支援するための措置に関し、その適
切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものであり、事業主は、治療と就業の両立支援
を行うに当たっては、本指針に基づき、職場において必要な措置を講じることが望まれます。



治療と就業の両立支援の趣旨

病気を抱える労働者の状況

治療と就業の両立支援指針（令和８年厚生労働省告示第28号）の概要

指針の対象
対象労働者 : 雇用形態に関わらず全ての労働者
対 象 疾 病 : 反復・継続した治療が必要と医師が判断した疾病（国際疾病分類に基づく。負傷含む。）

がん等の病気を抱える労働者の中には、職場の理解や支援体制が十分でな
く、就業をあきらめてしまうケースが少なくありません。

今後、高齢者の就労の増加等を背景に、どの職場でも、病気を治療しなが
ら仕事をする労働者は増えていきます。

大切な人材が病気になっても、治療を受けながら安心して働き続けられる
よう支援するため、本人からの相談に応じ、適切に対応できる体制・環境を
整備し、必要な就業上の調整や配慮を行う取組です。

労働者の健康確保及び就業継続とともに、社員全体の安心感やモチベーション
の向上による人材の定着、生産性の向上といった企業の成⾧につながります。

治療と就業の両立支援とは

両立支援に取り組む意義

両立支援を行うための環境整備
労働者が安心して支援を求める申出を行えるように、また、支援の必要性が生じてから事業場内の制度

や体制等について検討を始めていては適切な対応を行うことは困難なため、平時から治療と就業の両立支
援を行うための環境を整備しておくことが重要となります。

事業主の方針表明 研修等を通じた意識啓発

相談窓口の明確化・社内の支援体制の整備

労働者が安心して相談や支援の申出を行うことができるように、相談窓口や
申出が行われた場合の情報の取扱い等を明確にします。

関係者（事業主、人事労務担当者、産業保健スタッフ、上司・同僚等）の役
割や対応手順をあらかじめ整理しておくことが望まれます。

トップとして両立支援に取り
組む基本方針を表明し、社内に
周知することで、両立支援に向
けた職場風土を醸成します。

全ての労働者、管理
職に対して、研修等を
通じて意識啓発を行い
ましょう。

社内制度（休暇制度・勤務制度）の整備

治療と就業の両立支援においては、短時間の治療が定期的に繰り
返される場合、就業時間に一定の制限が必要な場合、通勤による負
担軽減のために出勤時間をずらす必要がある場合等があることから、
以下のような休暇制度、勤務制度を各事業場の実情に応じて導入し、
治療のための配慮を行うことが望まれます。

・休暇制度（時間単位の年次有給休暇、傷病休暇、病気休暇 等）
・勤務制度（時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務制度、試し出勤制度 等）



本人記載欄
（勤務情報）

医師記載欄
（意見書）

労働者 主治医事業場

❶ 勤務情報提供書

➋ 主治医意見書

⓪ 両立支援の申出

（人事労務）（産業医等）

勤務情報提供書の作成支援

❸両立支援プラン
の作成

就業継続の可否や
就業上の措置等は、
主治医意見書を基
に、産業医等の意
見を踏まえ、労働
者と十分話し合っ
た上で、事業主が
最終的に決定。

主治医意見書の提出

様式例
「主治医意見書」

様式例「勤務情報提供書」

様式例
「両立支援プラン」

（配慮を求める意思表示）

様式例「両立支援カード」

個別の両立支援の進め方
様式例の活用による、主治医や産業医等と連携した支援フロー

労働者本人の申出
治療と就業の両立支援は、私傷病である疾病に関わるものであることから、労働者本人からの支援を

求める申出を端緒として取り組むことが基本となります。

労働者との十分な話合い、上司・同僚等の理解
労働者に対する措置等の検討に当たり、事業主が一方的に判断しないよう、以下の取組が必要です。

・ 就業継続の希望や配慮の要望を聴取し、十分な話合い等を通じて労働者本人の了解を得られるよう
努める

・ 疾病のり患をもって安易に就業を禁止せず、主治医や産業医等の意見を勘案して、可能な限り配置
転換、作業時間の短縮その他の必要な措置を講じて就業の機会を失わせないよう留意する

・ 疾病及びその治療に対する誤解や偏見等が生じないよう、事業主、人事労務担当者、上司・同僚等
の関係者において必要な配慮を行う

個人情報の保護
労働者が安心して申出を行える環境をつくるため、個人情報の保護も含めた事業場における治療と就

業の両立支援のルール及び体制の整備・明確化が重要となります。

両立支援を行うに当たっての留意事項

❶ 労働者は、就業の状況等の情報を主治医に提供します。【様式例:「勤務情報提供書」、「両立
支援カード（本人記載欄）」】

産業医等の産業保健スタッフや人事労務担当者は、勤務情報提供書の作成支援や、両立支援に関
する手続きの説明など、必要な支援を行うことが望まれます。

勤務情報提供書の作成に当たっては、あらかじめ労働者本人と十分話し合った上で、職務上
最低限必要となる作業や要件、想定される就業上の措置や配慮事項について、具体的に記載す
ることが望まれます。その際、事業者としてどの程度まで配慮が可能かについても記載がある
と、主治医はより現実的な意見を述べやすくなります。

❷ 労働者は、主治医から、就業の状況等を踏まえた支援に必要な情報（症状、治療の状況、就業継
続の可否や就業上の措置等に関する意見）を収集して事業主に提出します。【様式例:「主治医意
見書」、「両立支援カード（医師記載欄）」 】

❸ 就業継続・職場復帰の可否や就業上の措置等については、主治医意見書を基に、産業医等の意見
を踏まえ、労働者本人と十分話し合った上で、事業主が最終的に決定します。

事業主は、就業継続・職場復帰が可能と判断した場合、就業上の措置や治療に対する配慮の内容、
実施時期等を検討し、実施します。【様式例:「両立支援プラン／職場復帰プラン」】

治療の経過によっては必要な措置や配慮の内容、時期・期間が変わることも考えられるため、
フォローアップ面談等を行い、必要に応じて両立支援プランの内容を見直すことが必要です。



（令和８年２月）

※ ポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」取組事例より

私が一番後悔していることは、最初にがんに罹患した従業員が病気を伝
えてくれたときに、「大丈夫だよ」と言ってあげられなかったことです。
従業員が一番不安なとき、会社として何も支援の準備ができておらず、頼
れる存在になれませんでした。

支援対象となる従業員が現れてから取組を始めていては、対応が間に合
わないように思います。病気が発覚した直後の一番不安な時期に寄り添っ
た対応ができるように、事前に準備をしておくことが大切です。

株式会社シニアライフアシスト 取締役／管理部部⾧・両立支援コーディネーター:小西さん

これまで治療と仕事の両立を支援してきた従業員２名は、現在も元気に
働いています。うち１名は休業前は現場作業でしたが、復帰後は業務転換
し、本人の経験やスキルを活かした後輩指導の役割を担ってもらうことに
しました。現場からは後進育成が進んだとの声があがっています。

健康経営、働き方改革、治療と仕事の両立支援に地道に取り組み、また
積極的に周知することで、社内外から安心して働き続けられる会社として
認知されるようになってきたと感じます。採用においてもプラスになって
いると思います。

株式会社イボキン 管理本部⾧（執行役員）:吉田さん

支援を活用しましょう

厚労省の運営するポータルサイ
ト「治療と仕事の両立支援ナ
ビ」では、
・指針に沿った取組の実践的ガ
イダンス

・企業の取組事例
など総合的な情報提供を行って
いますので、参考にしてくださ
い。

都道府県産業保健総合支援セ
ンターでは、両立支援の専門
スタッフ（社労士、心理職、
保健師等）が配置されており、
・研修、相談、事業場への訪
問による制度導入支援

・事業主と労働者の間の個別
の両立支援の調整及び両立
支援プランの作成支援

等支援が無料で受けられます。

社内での相談窓口、両立支援
の調整役となる人材を育てま
しょう。
両立支援コーディネーター養
成研修はウェブで無料で受け
ることができますので、人事
労務担当者や産業保健スタッ
フを受講させるといいでしょ
う。

都道府県労働局に設置されて
いる「地域両立支援推進チー
ム」では、自治体や地域の支
援機関等と連携して、
・両立支援のイベントの実施
・事業主等が活用可能な各地
域における支援事業の情報
の提供

等を行っています。

専門スタッフの支援を活用 地域の支援情報

両立支援ナビをチェック 両立支援コーディネーター

養成研修
申込等

両立支援
ナビ

産保
センター

両立支援に取り組む企業の声 ～これから取り組む企業のみなさんへ～
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電子申請に当たっては、【労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入
力支援サービス】をご活用いただくことでスムーズに申請できます。

厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票
印刷に係る入力支援サービス」は、企業の皆様が所轄の労働基準監督署
に行う届出の作成を支援します。

届出する帳票の作成・印刷のほか、ガイダンスに基づき入力した情報
をe-Govを介して直接電子申請することが可能です。

また、入力した情報はお使いの端末に保存できますので、作業の一時
中断や、再申請などの場合に再利用が可能です。

・都道府県労働局・労働基準監督署

電子申請に当たっては

労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷

に係る入力支援サービス
をご活用ください

＼スマートフォンからの電子申請も可能です／
入力支援サービスを活用した電子申請はこちらから

厚生労働省HPにリンクします

※ 令和７年１月１日より、以下の報告も電子申請が義務化されます。これらの報告に
も、入力支援サービスをご活用ください。

総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
定期健康診断結果報告
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
有機溶剤等健康診断結果報告
じん肺健康管理実施状況報告
事業の附属寄宿舎内での災害報告



労働者死傷病報告の報告事項が改正され、

電子申請が義務化※されます
令和７年（ 2 0 2 5年）１月１日施行

事業主の皆さまへ

労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所
轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません（労
働安全衛生規則第97条）。

今般、労働者死傷病報告の報告事項について、災害発生状況をより的確
に把握すること等を目的として、以下のとおり改正します。

※ 経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。

①事業の種類
日本標準産業分類から該当する
細分類項目を選択してください。
（例）製造業＞食料品製造業＞水産食
料品製造業＞水産缶詰・瓶詰製造業

②被災者の職種
日本標準職業分類から該当する
小分類項目を選択してください。
（例）生産工程従事者＞製品製造・加
工処理従事者（金属製品を除く）＞
食料品製造従事者

電子申請に便利な入力支援サービスのご案内

主な改正内容

これまで自由記載であった①、②、③、⑤について該当するコードから選択できるようになり、
④については留意事項別に記入できるように記入欄が５分割されました。

①

②

③

④

⑤

※電子申請義務化に伴う略図の取扱いについて
従前の手書きでの作成とは異なり、イラスト等の
「略図」のデータを添付してください。「略図」
を手書き等で作成後、携帯電話等で写真を撮って
そのデータを添付していただいても構いません。

⑤国籍・地域及び在留資格
該当する国籍・地域及び在留資
格を選択してください。

③傷病名及び傷病部位
該当する傷病名及び傷病部位を
選択してください。
（例）傷病名：負傷＞切断

傷病部位：頭部＞鼻

④災害発生状況及び原因
５つの記入欄にそれぞれ記入し
てください。


